
　

目　
　

次

ペ
ー
ジ

 
告

示

〇
救
急
医
療
機
関
の
撤
回
の
届
出 

（
医
療
整
備
課
）　

　

一

〇
宮
城
県
御
崎
野
営
場
の
使
用
に
係
る
使
用
料
の
徴
収
事
務
の
委
託 

（
観　

光　

課
）　

　

一

〇
家
畜
伝
染
病
の
発
生 

（
畜　

産　

課
）　

　

一

〇
建
設
業
許
可
の
取
消
し 

（
事
業
管
理
課
）　

　

二

〇
道
路
の
区
域
変
更
（
四
件
） 

（
道　

路　

課
）　

　

二

〇
道
路
の
供
用
開
始
（
二
件
） 

（　
　

同　
　

）　

　

四

〇
昭
和
三
十
三
年
宮
城
県
告
示
第
百
十
号
（
水
防
警
報
を
行
う
河
川
の
指
定
）
の
一
部

　

改
正 

（
河　

川　

課
）　

　

四

〇
平
成
十
七
年
宮
城
県
告
示
第
千
百
九
十
三
号
（
浸
水
想
定
区
域
の
指
定
）
の
一
部
改

　

正 

（　
　

同　
　

）　

　

四

〇
港
湾
施
設
の
概
要 

（
港　

湾　

課
）　

　

四

〇
都
市
計
画
変
更
の
図
書
の
写
し
の
縦
覧
（
二
件
） 

（
都
市
計
画
課
）　

　

四

〇
都
市
計
画
事
業
の
認
可 

（　
　

同　
　

）　

　

五

〇
昭
和
四
十
七
年
宮
城
県
告
示
第
七
百
五
十
一
号
（
建
築
基
準
法
第
二
十
二
条
第
一
項

　

の
規
定
に
よ
る
区
域
指
定
）
の
一
部
改
正 

（
建
築
宅
地
課
）　

　

五

〇
平
成
十
三
年
宮
城
県
告
示
第
百
四
十
五
号
（
垂
直
積
雪
量
の
指
定
）
の
一
部
改
正 

（　
　

同　
　

）　

　

五

〇
平
成
十
八
年
宮
城
県
告
示
第
千
六
十
五
号
（
建
築
基
準
法
第
七
条
の
三
第
一
項
及
び

　

第
六
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
工
程
及
び
特
定
工
程
後
の
工
程
の
指
定
）
の
一
部
改
正 

（　
　

同　
　

）　

　

五

 
企

業

局

〇
公
印
の
廃
止 

　
　

五

 
告

示

〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
八
十
九
号

　

救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
三
十
九
年
厚
生
省
令
第
八
号
）
第
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
認
定
し
た
次
の

救
急
医
療
機
関
の
開
設
者
か
ら
、
平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日
を
も
っ
て
、
救
急
業
務
協
力
の
申
出
を
撤
回
す
る
旨
届

出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
年
四
月
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
九
十
号

　

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
宮
城
県
御
崎
野

営
場
の
使
用
に
係
る
使
用
料
の
徴
収
事
務
を
平
成
二
十
年
三
月
十
九
日
次
の
と
お
り
委
託
し
た
。

　
　

平
成
二
十
年
四
月
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

委
託
の
相
手
方

　
　

気
仙
沼
市
長
磯
森
八
十
九
番
地
の
四

　
　

北
日
本
ビ
ル
清
掃
株
式
会
社

二　

委
託
期
間

　
　

平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
九
十
一
号

　

家
畜
伝
染
病
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
家

畜
伝
染
病
が
発
生
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
年
四
月
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

家
畜
伝
染
病
の
種
類

　
　

ヨ
ー
ネ
病

二　

畜
種

　
　

牛
（
ホ
ル
ス
タ
イ
ン
種
）

（1）　 平成20年４月１日　火曜日 宮　　城　　県　　公　　報 第1946号　　 
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名　
　
　
　
　
　

称

登
米
市
立
登
米
病
院

所　
　
　
　

在　
　
　
　

地

登
米
市
登
米
町
寺
池
桜
小
路
百



三　

患
畜
及
び
疑
似
患
畜
の
区
分
並
び
に
そ
の
頭
数

　
　

患
畜　

三
頭

四　

発
生
の
場
所
又
は
区
域

　
　

登
米
市

五　

発
生
年
月
日

　
　

平
成
二
十
年
三
月
十
八
日

六　

患
畜
の
取
扱
い

　
　

法
令
殺

〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
九
十
二
号

　

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
建
設
業
の
許
可
を
取
り
消

し
た
。

　
　

平
成
二
十
年
四
月
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

許
可
を
取
り
消
し
た
年
月
日

　
　

平
成
二
十
年
三
月
七
日

二　

商
号
又
は
名
称
等

三　

許
可
取
消
し
の
原
因

　
　

建
設
業
に
係
る
廃
業
等
の
届
出
が
あ
り
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
に
該
当

〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
九
十
三
号

第1946号　平成20年４月１日　火曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （2）

商
号
又
は
名
称
及

び
代
表
者
の
氏
名

金
子
建
設
株
式
会

社金
子　

利
男

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

石
巻
市
門
脇
町
三
丁
目
十

一－

一

建

設

業

許

可

番

号

般
・
特－

十
八

第
九
百
四
十
九

号

申
請
区
分
及
び
許
可

を
取
り
消
し
た
建
設

工
事
の
種
類 

全
部
廃
業

一
般
建
設
業

管
工
事
業

造
園
工
事
業

特
定
建
設
業

土
木
工
事
業

建
築
工
事
業

大
工
工
事
業

左
官
工
事
業

と
び
・
土
工
工
事
業

石
工
事
業

屋
根
工
事
業

タ
イ
ル
・
れ
ん
が
・

ブ
ロ
ッ
ク
工
事
業

鋼
構
造
物
工
事
業

鉄
筋
工
事
業

ほ
装
工
事
業

し
ゅ
ん
せ
つ
工
事
業

板
金
工
事
業

ガ
ラ
ス
工
事
業

塗
装
工
事
業

防
水
工
事
業

内
装
仕
上
工
事
業

熱
絶
縁
工
事
業

受

付

年

月

日

平
成
二
十
年

　
　
　

三
月
十
日

宮
城
県
ビ
ル
リ

フ
ォ
ー
ム
協
同
組

合水
谷　

行
雄

有
限
会
社
三
協
鉄

筋浦
澤　
　

公

有
限
会
社
ワ
イ
エ

イ
ピ
ー
工
業

小
野
寺　

勇

株
式
会
社
エ
ム
・

エ
ー
興
業

松
川　

利
充

大
和
通
信
シ
ス
テ

ム
株
式
会
社

大
和　

幸
治

仙
台
市
青
葉
区
昭
和
町
二

－

二
十
三
ノ
ー
ヴ
ス
ア
ー

バ
ン
ビ
ル
五
〇
一
号

仙
台
市
泉
区
永
和
台
五－

六仙
台
市
宮
城
野
区
鶴
ヶ
谷

字
京
原
八
十
五

黒
川
郡
大
和
町
吉
岡
字
館

下
百
二
十
八－

十

黒
川
郡
富
谷
町
三
ノ
関
字

太
子
堂
下
百
六
十
三－

二

十
三

般－

十
九

第
一
万
千
七
百

十
二
号

般－

十
七

第
一
万
三
千
百

四
十
七
号

般－

十
九

第
一
万
六
千
七

百
四
十
五
号

般－

十
五

第
一
万
六
千
八

百
八
十
号

般－

十
九

第
一
万
八
千
六

十
六
号

一
部
廃
業

一
般
建
設
業

大
工
工
事
業

左
官
工
事
業

と
び
・
土
工
工
事
業

石
工
事
業

屋
根
工
事
業

タ
イ
ル
・
れ
ん
が
・

ブ
ロ
ッ
ク
工
事
業

鋼
構
造
物
工
事
業

鉄
筋
工
事
業

板
金
工
事
業

ガ
ラ
ス
工
事
業

防
水
工
事
業

内
装
仕
上
工
事
業

熱
絶
縁
工
事
業

建
具
工
事
業

全
部
廃
業

一
般
建
設
業

　

鉄
筋
工
事
業

一
部
廃
業

一
般
建
設
業

　

建
築
工
事
業

一
部
廃
業

一
般
建
設
業

　

建
築
工
事
業

　

管
工
事
業

全
部
廃
業

一
般
建
設
業

　

電
気
工
事
業

平
成
二
十
年

　
　

三
月
十
一
日

平
成
二
十
年

　
　
　

三
月
十
日

平
成
二
十
年

　
　
　

三
月
五
日

平
成
二
十
年

　
　
　

三
月
三
日

平
成
二
十
年

　
　
　

三
月
七
日

有
限
会
社
佐
々
木

工
務
所

佐
々
木
貞
子

松
弘
工
務
店

松
屋　
　

弘

高
橋
板
金
工
業

高
橋　

良
久

広
瀬
興
業
株
式
会

社加
藤　
　

匠

栗
原
市
瀬
峰
寺
浦
七
十
九

－

十
二

仙
台
市
若
林
区
表
柴
田
町

一仙
台
市
太
白
区
茂
庭
台
一

丁
目
二
十
六－

一

仙
台
市
宮
城
野
区
中
野
字

新
田
七
十
三－

三

般－

十
七

第
三
千
二
十
九

号般－

十
七

第
四
千
三
百
九

十
二
号

般－

十
九

第
五
千
九
百
八

十
七
号

般－

十
九

第
一
万
六
百
七

十
六
号

建
具
工
事
業

水
道
施
設
工
事
業

全
部
廃
業

一
般
建
設
業

　

管
工
事
業

全
部
廃
業

一
般
建
設
業

　

大
工
工
事
業

全
部
廃
業

一
般
建
設
業

　

屋
根
工
事
業

全
部
廃
業

一
般
建
設
業

　

管
工
事
業

平
成
二
十
年

　
　
　

三
月
六
日

平
成
二
十
年

　
　

三
月
十
四
日

平
成
二
十
年

　
　
　

三
月
三
日

平
成
二
十
年

　
　
　

三
月
十
日



　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を

変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
気
仙
沼
土

木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
四
月
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

道
路
の
種
類　

県
道

二　

路　

線　

名　

本
吉
室
根
線

三　

道
路
の
区
域

〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
九
十
四
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を

変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
仙
台
土
木

事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
四
月
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

道
路
の
種
類　

県
道

二　

路　

線　

名　

利
府
松
山
線

三　

道
路
の
区
域

〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
九
十
五
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を

変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
仙
台
土
木

事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
四
月
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

道
路
の
種
類　

県
道

二　

路　

線　

名　

鹿
島
台
鳴
瀬
線

三　

道
路
の
区
域

〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
九
十
六
号

　
 
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を

変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
東
部
土
木

事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
四
月
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

道
路
の
種
類　

県
道

二　

路　

線　

名　

河
南
南
郷
線

三　

道
路
の
区
域

（3）　 平成20年４月１日　火曜日 宮　　城　　県　　公　　報 第1946号　　 

変　

更　

の　

区　

間

本
吉
郡
本
吉
町
東
川
内
一
八
〇
番
二
地
先
か
ら

同
郡
同
町
東
川
内
一
二
三
番
二
地
先
ま
で

変
更
の

前　

後
前後

敷

地

の

幅

員

（
メ
ー
ト
ル
）

　

七
・
〇
〜

　
　
　
　

四
〇
・
〇

一
一
・
五
〜

　
　
　
　

四
一
・
五

敷

地

の

延

長

（
メ
ー
ト
ル
）

九
二
一
・
〇

九
二
一
・
〇

変　

更　

の　

区　

間

黒
川
郡
大
郷
町
粕
川
字
新
三
二
番
地
先
か
ら

同
町
粕
川
字
木
の
崎
四
七
番
地
先
ま
で

変
更
の

前　

後
前後

敷

地

の

幅

員

（
メ
ー
ト
ル
）

一
一
・
五
〜

　
　
　
　

一
七
・
〇

一
二
・
五
〜

　
　
　
　

二
〇
・
〇

敷

地

の

延

長

（
メ
ー
ト
ル
）

二
四
〇
・
〇

二
四
〇
・
〇

黒
川
郡
大
郷
町
粕
川
字
道
南
二
七
九
番
地
先
か
ら

前

―
―
―

―
―
―

同
町
粕
川
字
木
の
崎
三
四
番
二
地
先
ま
で

後

一
三
・
五
〜

　
　
　
　

二
三
・
五

一
、
六
九
〇
・
〇

変　

更　

の　

区　

間

宮
城
郡
松
島
町
竹
谷
字
藤
巻
無
番
地
先
か
ら

同
町
竹
谷
字
八
反
田
無
番
地
先
ま
で

変
更
の

前　

後
前後

敷

地

の

幅

員

（
メ
ー
ト
ル
）

　

五
・
〇
〜

　
　
　
　
　

六
・
〇

　

五
・
〇
〜

　
　
　
　
　

八
・
二

敷

地

の

延

長

（
メ
ー
ト
ル
）

一
、
三
五
〇
・
〇

一
、
三
五
〇
・
〇

変　

更　

の　

区　

間

変
更
の

前　

後

敷

地

の

幅

員

（
メ
ー
ト
ル
）

敷

地

の

延

長

（
メ
ー
ト
ル
）



〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
九
十
七
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
供
用
を

開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
仙
台
土
木

事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
四
月
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
九
十
八
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
供
用
を

開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
北
部
土
木

事
務
所
栗
原
地
域
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
四
月
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
九
十
九
号

　

昭
和
三
十
三
年
宮
城
県
告
示
第
百
十
号
（
水
防
警
報
を
行
う
河
川
の
指
定
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成

二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
四
月
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　

本
則
の
表
夏
川
の
項
中
「
登
米
市
岩
手
県
境
」
を
「
登
米
市
中
田
町
岩
手
県
境
」
に
改
め
、
二
股
川
の
項
中
「
北
上

川
合
流
点
」
を
「
大
臣
管
理
区
間
境
」
に
改
め
る
。

〇
宮
城
県
告
示
第
四
百
号

　

平
成
十
七
年
宮
城
県
告
示
第
千
百
九
十
三
号
（
浸
水
想
定
区
域
の
指
定
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二

十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
四
月
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　

本
則
の
表
夏
川
の
項
中
「
登
米
市
岩
手
県
境
」
を
「
登
米
市
中
田
町
岩
手
県
境
」
に
改
め
る
。

〇
宮
城
県
告
示
第
四
百
一
号

　

港
湾
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
八
号
）
第
三
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
二
条
第
五
項
の
規
定

に
よ
り
、
仙
台
塩
釜
港
塩
釜
港
区
の
港
湾
施
設
の
概
要
を
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

　

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
宮
城
県
土
木
部
港
湾
課
及
び
宮
城
県
仙
台
塩
釜
港
湾
事
務
所
塩
釜
支
所
に
お
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
四
月
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
四
百
二
号

　

大
和
町
か
ら
仙
塩
広
域
都
市
計
画
変
更
の
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法

律
第
百
号
）第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
四
月
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類　

仙
塩
広
域
都
市
計
画
公
園

　

２　

名
称　

三
・
三
・
七
百
三
号　

小
野
南
中
央
公
園

二　

縦
覧
場
所

　
　

宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）
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石
巻
市
北
村
字
朝
日
前
一
五
番
二
地
先
か
ら

同
市
北
村
字
朝
日
前
七
番
一
地
先
ま
で

前後

一
八
・
二
〜

　
　
　
　

二
〇
・
〇

一
八
・
二
〜

　
　
　
　

二
二
・
〇

一
三
七
・
七

一
三
七
・
七

道

路

の

種

類

県

道

路

線

名

鹿
島
台
鳴
瀬

線

供

用

開

始

の

区

間

宮
城
郡
松
島
町
竹
谷
字
藤
巻
無
番
地
先
か
ら

同
町
竹
谷
字
八
反
田
無
番
地
先
ま
で

供
用
開
始
年
月
日

平
成
二
十
年

　
　
　
　

四
月
一
日

道

路

の

種

類

県

道

路

線

名

花
山
一
迫
線

供

用

開

始

の

区

間

栗
原
市
花
山
字
本
沢
天
神
一
〇
番
四
地
先
か
ら

同
市
花
山
字
本
沢
天
神
一
四
番
一
地
先
ま
で

供
用
開
始
年
月
日

平
成
二
十
年

　
　
　
　

四
月
一
日

地

区

貞
山

種　

類

保
管
施
設

保
管
施
設

施
設
名

野
積
場�

野
積
場�

位　
　

置

塩
竈
市
貞
山
通
一
丁

目
五
十
八
番
十
一

塩
竈
市
貞
山
通
一
丁

目
六
十
番
一

構　

造

ア
ス
フ
ァ
ル
ト

舗
装

ア
ス
フ
ァ
ル
ト

舗
装

数
量
・
能
力

面
積
三
八
六
平
方
メ
ー
ト
ル

面
積
二
、
二
五
一
平
方
メ
ー
ト

ル



〇
宮
城
県
告
示
第
四
百
三
号

　

大
衡
村
か
ら
仙
塩
広
域
都
市
計
画
変
更
の
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法

律
第
百
号
）第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
四
月
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類　

仙
塩
広
域
都
市
計
画
道
路

　

２　

名
称　

三
・
四
・
二
一
六　

奥
田
環
状
１
号
線

二　

都
市
計
画
の
変
更
の
種
別

　
　

廃
止

三　

縦
覧
場
所

　
　

宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）

〇
宮
城
県
告
示
第
四
百
四
号

　

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画
事
業
を
次
の
と
お

り
認
可
し
た
。

　
　

平
成
二
十
年
四
月
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

施
行
者
の
名
称

　
　

仙
台
市

二　

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類

　
　
　

仙
塩
広
域
都
市
計
画
道
路
事
業
及
び
仙
塩
広
域
都
市
計
画
駐
車
場
事
業

　

２　

名
称

　
　
　

三
・
四
・
三
百
二
十
三
号　

薬
師
堂
駅
前
線
及
び
五
号　

薬
師
堂
駅
自
転
車
駐
車
場

三　

事
業
施
行
期
間

　
　

平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四　

事
業
地

　

１　

収
用
の
部
分

　
　
　

宮
城
県
仙
台
市
若
林
区
白
萩
町
及
び
木
ノ
下
三
丁
目
地
内

　

２　

使
用
の
部
分

　
　
　

な
し

〇
宮
城
県
告
示
第
四
百
五
号

　

昭
和
四
十
七
年
宮
城
県
告
示
第
七
百
五
十
一
号
（
建
築
基
準
法
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
区
域
指
定
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
四
月
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　

大
崎
市
の
項
を
削
る
。

〇
宮
城
県
告
示
第
四
百
六
号

　

平
成
十
三
年
宮
城
県
告
示
第
百
四
十
五
号
（
垂
直
積
雪
量
の
指
定
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二
十
年

四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
四
月
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　

第
二
号
の
表
中
大
崎
市
の
項
を
削
る
。

〇
宮
城
県
告
示
第
四
百
七
号

　

平
成
十
八
年
宮
城
県
告
示
第
千
六
十
五
号
（
建
築
基
準
法
第
七
条
の
三
第
一
項
及
び
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
工

程
及
び
特
定
工
程
後
の
工
程
の
指
定
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
四
月
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　

第
一
号
中
「
及
び
塩
竈
市
」
を
「
、
塩
竈
市
及
び
大
崎
市
」
に
改
め
る
。

 
企

業

局

〇
宮
城
県
企
業
局
告
示
第
二
号

　

次
の
と
お
り
公
印
を
廃
止
し
た
。

　
　

平
成
二
十
年
四
月
一
日

宮
城
県
公
営
企
業
管
理
者　
　

佐　
　

藤　
　

幸　
　

男　
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公
印
の
名
称

種　
　

類

用　
　

途

印　
　
　
　
　
　

影

廃
止
年
月
日
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宮
城
県
公
営
企

業
管
理
者
印

管

理

者

印

公
印
規
程
附

則
第
三
項
の

規
定
に
よ
る

仙
台
港
専
用

 

平
成
二
十
年

 

三
月
三
十
一
日

宮
城
県
仙
台
用

地
造
成
事
務
所

長
之
印

宮
城
県
牡
鹿
半

島
有
料
道
路
管

理
事
務
所
長
之

印宮
城
県
工
業
用

水
道
事
務
所
長

印宮
城
県
仙
台
用

地
造
成
事
務
所

企
業
出
納
員
印

地

方

機

関

の

長

印

地

方

機

関

の

長

印

地

方

機

関

の

長

印

企

業

出

納

員

印

一
般
文
書
用

一
般
文
書
用

一
般
文
書
用

地
方
機
関
用

    

平
成
二
十
年

 

三
月
三
十
一
日

平
成
八
年

 

三
月
三
十
一
日

平
成
十
九
年

 

三
月
三
十
一
日

平
成
二
十
年

 

三
月
三
十
一
日

宮
城
県
牡
鹿
半

島
有
料
道
路
管

理
事
務
所
企
業

出
納
員
之
印

宮
城
県
工
業
用

水
道
事
務
所
企

業
出
納
員
之
印

宮
城
県
牡
鹿
半

島
有
料
道
路
管

理
事
務
所
現
金

取
扱
員
之
印

企

業

出

納

員

印

企

業

出

納

員

印

現

金

取

扱

員

印

地
方
機
関
用

地
方
機
関
用

地
方
機
関
用

   

平
成
八
年

 

三
月
三
十
一
日

平
成
十
九
年

 

三
月
三
十
一
日

平
成
八
年

 

三
月
三
十
一
日


